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随意契約結果表(委託等契約) 

所属名 
リニア推進課 

契約締結年月日 
 平成 27年 9月 4日 

契約者名 
 株式会社丹青社 

契約名 
山梨県立リニア見学センター 平成 27年度展示拡充工事 

契約金額 
（税込み） ３９，９６０，０００円 

随意契約理由 リニア中央新幹線建設への理解と開業に向けた機運の醸成のために

は、普及・啓発の中心的な役割を果たしているリニア見学センターを活

用することが有効である。活用を促進するためには、リニア見学センタ

ーの展示物の充実を図り、リニアの魅力を知ってもらうことが必要であ

る。 

 よって、リニアの仕組みを更にわかりやすく解説するとともに、リニ

ア開通後の山梨をイメージしたジオラマに季節に応じた添景を施した

り、別ストーリーを加えたりするなど、見学センターの魅力を高め、一

度だけでなく何度来ても楽しめる展示内容とすることにより、新規来館

者のみならず、リピーターを確保することにもつながり、入館者数を落

ち込ませることなく、更なる誘客を図っていくこととしたい。 

 現在の展示物は、見学センターの指定管理者である株式会社丹青社に

より、企画、施工されたものである。今回の施工内容は、この展示物に、

リニアの仕組みを解りやすく解説する映像を作成することや、ジオラマ

を改修し、新たなストーリーを追加すること、また家族や友人と楽しめ

る撮影装置を設置するものである。 

 施工を行うにあたっては、来館者の満足度確保等の観点から、一部展

示中止の期間を短期間にする必要がある。 

 さらには、当該施設には多数の来館者があり、来館者の安全確保のた

めには、通常の休館日又は営業時間外に作業を実施することとなる。工

事に伴う休館日を設けての施工ができないことから、開館時の展示エリ

アは、通常と変わらない展示・プログラムにするためのセキュリティ対

策や展示物のコンテンツ情報の保全対策等の面で対応が必要となる。 

 また、本工事は、既存システムの内容を十分に理解した上で展示物の

改修などを行う必要があることから、限られた時間の中で迅速に施工す

るためには、現在の展示内容や施設の構造等を熟知している必要がある。 

 以上のことから、指定管理者であり展示工事を担当した株式会社丹青

社以外では不可能であり、競争入札には適さないものである。 

随意契約の適用条項 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 


